
狭山市でも夏の参議院議員通常選挙から

選挙は、投票日に投票することが原則です。しかし、当日買い物や
仕事などの予定があり投票ができない方のために、事前に投票できる
不在者投票制度が定められていました。
このほど、公職選挙法が一部改正され、「期日前投票制度」が創設さ
れ、市役所での不在者投票の手続きが簡素化されました。また、郵便な
どによる不在者投票は、投票ができる方の範囲が拡大されるとともに
「代理記載制度」が創設されて、より投票しやすくなりました。狭山市
では、夏に行われる参議院議員通常選挙からこの制度が実施されます。

投票日の前でも、記入した投票用
紙を内封筒・外封筒に入れずに直接
投票箱に入れられます。そのため、
投票はその時点で確定します。

投票期間告示（公示）日の翌日から投票日の前日ま
で 投票場所市役所エントランスホール
※ほかの市区町村や指定病院などで行う不在者投
票は、従来と同じです。また、選挙人名簿に登録
され投票日までに２０歳になる方は、期日前投票
ができるのは誕生日の前日からです。それまで
は従来と同じ不在者投票となります

自宅など、現在お住まいの場所
で投票用紙に記載し、郵便などで
選挙管理委員会に郵送する「郵便
等投票」は、自分で書くことができ、

次に該当する方が新たに対象となります。
郵便等投票を希望する方は、「郵便等投票証明書
交付申請」をしてください。
対象①免疫の障害の程度が１級から３級の方 ②
介護保険の要介護状態区分が要介護５の方 持参
品�①の方…身体障害者手帳�②の方…介護保険
被保険者証

あらかじめ選挙権のある方の中
から代理記載人を決め、選挙管理
委員会に届け出ることで、投票の
代理記載ができるようになりまし

た。希望する方は、証明手続きと代理記載人の届け
出をしてください。
対象上肢または視覚の障害の程度が１級の郵便等
投票対象者 持参品郵便等投票証明書、身体障害
者手帳
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昨年１２月の設立総会

■主に市からのお知らせを掲載します。
■定員は原則として先着順、「場所」の記載が
ない催しは、問い合わせ先が会場です。

狭山市役所の所在地
〒３５０‐１３８０ 狭山市入間川１‐２３‐５
�０４‐２９５３‐１１１１ �０４‐２９５４‐６２６２
公式ホームページ http://www.city.sayama.saitama.jp/
モバイルサイト http://www.city.sayama.saitama.jp/mobile/

募
集

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

運
営
委
員
会
委
員

運
営
委
員
会
は
、学
校
給
食
セ

ン
タ
ー
運
営
の
指
針
を
示
し
、学

校
給
食
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
と

と
も
に
、学
校
給
食
業
務
の
重
要

事
項
を
審
議
し
て
い
ま
す
。

任
期
７
月
１
日
〜
平
成
１８
年
６
月

３０
日

対
象
７
月
１
日
現
在
、市
内

に
引
き
続
き
１
年
以
上
お
住
ま
い

の
２０
歳
以
上
７０
歳
未
満
の
方
で
、

他
の
審
議
会
な
ど
の
委
員
で
な
い

方

定
員
１
名（
多
数
の
場
合
は

６
月
３
日
�
、１４
時
か
ら
第
一
学

校
給
食
セ
ン
タ
ー
で
公
開
抽
選
）

申
込
み
５
月
２０
日
�
必
着
で
応
募

用
紙（
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
、出
張

所
、公
民
館
に
用
意
。公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

に
記
入
し
、郵
送
か
直
接
、第
一
学

校
給
食
セ
ン
タ
ー（
〒
３
５
０
‐

１
３
２
０

広
瀬
東
３
‐
３２
‐
１
）

へ
�
２
９
５
４
‐
２
４
１
４

お
知
ら
せ

広
島
・
長
崎
の
原
子
爆
弾

被
害
者
に
見
舞
金
を
支
給

対
象
８
月
１
日
現
在
、狭
山
市
に

住
民
登
録
か
外
国
人
登
録
が
あ
り
、

被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
を
受
け

て
い
る
方

支
給
額
年
額
２
万
円

申
込
み
５
月
６
日
�
〜
７
月
３０
日

�
に
被
爆
者
健
康
手
帳
を
持
っ
て

福
祉
課
へ
内
線
１
５
１
１

外
国
人
高
齢
者
な
ど
に

福
祉
手
当
を
支
給

要
件
①
狭
山
市
の
外
国
人
登
録
原

票
に
登
録
し
て
い
る

②
出
入
国

管
理
・
難
民
認
定
法
に
よ
り
法
務

大
臣
の
永
住
許
可
を
得
て
い
る

③
国
民
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
を

受
給
し
て
い
な
い

対
象
前
の
要

件
を
す
べ
て
満
た
す
次
の
外
国
人

▼
大
正
１５
年
４
月
１
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方
▼
昭
和
５７
年
１
月
１
日

現
在
満
２０
歳
以
上
で
、身
体
障
害

者
手
帳
１
・
２
級
か
療
育
手
帳
Ａ
・

�
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

支

給
額
月
額
５
千
円

申
込
み
福
祉

課（
す
で
に
受
給
し
て
い
る
方
は

申
請
不
要
）へ
内
線
１
５
１
２

市
の
財
政
状
況
を
公
表

日
時
５
月
１
日
�
〜
７
月
３１
日
�
、

８
時
３０
分
〜
１７
時（
土
・
日
・
祝
日

を
除
く
）
場
所
市
役
所
行
政
資

料
室
、出
張
所

内
容
平
成
１５
年

度
下
半
期
の
財
政
状
況
と
平
成
１６

年
度
の
当
初
予
算

問
合
せ
財
政

課
へ
内
線
７
１
１
２

市
民
保
養
所
の
利
用
が

６
月
３０
日
で
終
了

市
で
は
、市
民
皆
さ
ん
の
余
暇

と
保
養
を
援
助
す
る
た
め
、保
養

所
を
開
設
し
て
き
ま
し
た
が
、事

業
の
見
直
し
を
行
い
、平
成
１５
年

度
で
終
了
し
ま
し
た
。な
お
、草
津

保
養
所
の
み
６
月
３０
日
ま
で
開
設

し
ま
す
が
、７
月
以
降
は
、す
べ
て

の
施
設
が
利
用
で
き
な
く
な
り
ま

す
。こ
れ
ま
で
の
ご
利
用
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問
合
せ
自
治
振
興
課
へ
内
線
２
５

１
２

消
防
活
動
協
力
者
を
表
彰

次
の
方
々
は
、い
ち
早
く
火
災
の

発
生
に
気
が
つ
き
、適
切
か
つ
迅
速

な
行
動
で
消
防
活
動
に
協
力
さ
れ
、

被
害
の
軽
減
に
尽
く
さ
れ
ま
し
た
。

▼
渡
邊
正
樹
氏（
富
士
見
２
丁
目
）

と
し

お

▼
臼
井
稔
男
氏（
同
）▼
黒
田
忠
雄

氏（
同
）
問
合
せ
消
防
総
務
課
へ

�
２
９
５
３
‐
７
１
１
２

休
日
の
納
税
相
談

平
日
に
相
談
や
納
付
す
る
こ
と

が
困
難
な
方
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。市
税
の
納
付
や
口
座
振
替

の
申
し
込
み
も
で
き
ま
す
。

日
時
５
月
１６
日
�
、９
時
〜
１６
時

場
所
市
役
所
収
税
課

問
合
せ
収

税
課
へ
内
線
１
０
７
１

福
祉
公
社
で
バ
ザ
ー
を
開
催

日
時
５
月
９
日
�
、１０
時
〜
１４
時

内
容
農
産
物
、手
作
り
品
な
ど

問
合
せ
�
狭
山
さ
さ
え
あ
い
福
祉

公
社
へ
�
２
９
５
６
‐
７
６
６
５

ご
参
加
を

普
通
救
命
講
習
会

日
時
６
月
５
日
�
、１３
時
３０
分
〜

１６
時
３０
分

場
所

消
防
本
部

内
容

心
肺
そ
生
法
、止

血
法
な
ど
の
実
技

講
習

対
象
市
内

在
住
・
在
勤
・
在
学

の
中
学
生
以
上
の
方

定
員
３０
名

申
込
み
５
月
２
日
�
か
ら
消
防
署

へ
�
２
９
５
３
‐
６
１
７
７

�
�
�
�
�
�
�
��
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さ
や
ま
環
境
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、市

民
自
ら
が
主
体
と
な
っ
て
地
域
の
環
境
保
全

活
動
を
推
進
し
て
い
る
市
民
組
織（
平
成
１５

年
１２
月
設
立
）で
す
。総
会
で
は
、今
後
の
事

業
方
針
や
事
業
計
画
を
決
め
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、市
内
企
業
の
環
境
配
慮
活
動
の
報
告

も
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、興
味
の
あ
る
方

は
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
５
月
９
日
�
、１３
時
３０
分
〜
１６
時
３０
分

場
所
市
役
所
６
階
会

議
室

問
合
せ
環
境
政
策
課
内
さ
や
ま
環
境
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事

務
局
へ

内
線
３
６
７
１

広報さやま ２００４．４．２５号

■

暮
ら
し
の
情
報（
さ
や
ま
環
境
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
総
会
／
募
集
／
お
知
ら
せ
／
ご
参
加
を
）
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